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神奈川県弁護士会所属・鈴木健会員に関する情報提供（Ｑ＆Ａ） 
 

Ｑ１ 対象会員の基本情報を教えてください。 

Ａ１ 以下のとおりです。 

・会員名：鈴木健（すずきけん） 

・登録番号： 25621 

・事務所名称：鈴木健法律事務所 

・事務所所在地：〒231-0062 

神奈川県横浜市中区桜木町2-2 

港陽ビル3階 THE CODE横浜322号室 

電話：045-550-5892 

FAX：045-516-6038 
 

Ｑ２－１ 懲戒手続が開始された経緯を教えてください。 

Ａ２－１ 当会は、令和６年７月１２日に鈴木健弁護士（以下「鈴木弁護士」とい

います。）に対し、懲戒が相当かどうかの調査を開始することとし、同年８月

９日に、鈴木弁護士が懲戒手続に付されたことの公表を行うこととしました。 

調査請求の理由の要旨は次の通りです。すなわち、鈴木弁護士の事務所は、

弁護士１名のみが所属する法律事務所であったところ、投資詐欺等の案件を中

心にネット広告による集客を行い、共同受任先の事務職員とされる者らに自己

の職務を担当させ、同種案件の多数の相談・受任を継続する中で、①ホームペ

ージにおいて受任前に返金見込額の提示（実際に広告通りに各相談者に提示さ

れていた事実が確認できないもの）を受けた上で弁護士費用以上の被害金返金

を得られる可能性が高いものと誤認のおそれのある広告表示等を行ったこと、

②受任するにあたりほとんど依頼者と面談せず、弁護士が行うべき事情聴取、

事案の見通し、事件処理内容、弁護士報酬等の説明の大部分を事務職員らに行

わせたこと、③事務職員らに重要な法律業務を行わせ、弁護士が適切な指導監

督を行わなかったこと、④着手金の受領に用いていた預り口口座の出金取引を

Ｑ１ 基本情報 

Ｑ２ 懲戒手続開始の経緯及び連絡手段について 
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行う権限を事務職員らに付与し、入金された着手金の大部分を事務職員らが自

由に実態不明の第三者の口座に送金することを容認したこと等が挙げられます。 

なお、より詳しい内容は当会ホームページに掲載されている「懲戒の手続に

付された事案の事前公表について」をご覧ください。 

 

Ｑ２―２ 鈴木弁護士に連絡することは可能ですか？ 

Ａ２－２ 懲戒の手続に付されたことをもって直ちに弁護士業務ができなくな

ることはありませんので、弁護士名簿に記載されている法律事務所の電話番

号や住所その他の鈴木弁護士と連絡の取ることのできる連絡先に連絡をして

ください。 

 

 

Ｑ３ 懲戒手続について 

Ｑ３－１ 懲戒手続開始後の手続の流れを教えて下さい？ 

Ａ３―１ 神奈川県弁護士会の綱紀委員会で弁護士に懲戒事由にあたる行為が

あったかどうかを調査した結果、弁護士の行為が「懲戒相当」となった場合

に、神奈川県弁護士会の懲戒委員会で弁護士を「懲戒するかどうか」「懲戒

する場合には懲戒の種類（業務停止の場合にはその期間）」を審査して決め

ます。 

 

Ｑ３―２ 懲戒の種類はどのようなものがありますか？ 

Ａ３－２ 懲戒となる場合、戒告、２年以内の業務停止、退会命令、除名のい

ずれかとなります。業務停止、退会命令、除名の懲戒処分となると、鈴木弁

護士は弁護士の業務をすることができなくなります（※業務停止ならばその

期間中に弁護士の業務をすることができなくなります）。 

 

Ｑ３―３ 鈴木弁護士には懲戒処分がなされますか？懲戒処分がなされるのな

らばその種類は？懲戒の処分がなされるとしたらいつごろですか？ 

Ａ３－３ 具体的な判断については神奈川県弁護士会内の独立機関（綱紀委員

会及び懲戒委員会）の審査に委ねられるため、その結果が出るまでは確定的

なことはお答えできません。 
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Ｑ３－４ 鈴木弁護士が業務停止、退会命令、除名となった場合には、自分が

依頼した事件はどうなりますか？ 

Ａ３－４ その場合、業務停止期間が１か月以下で例外的な事情があるときを

除き、鈴木弁護士は受任していた事件を全て辞任することとなり、依頼者に

は辞任の連絡、必要に応じて事件記録の返還や金銭の清算を行うこととなり

ます。 

 

Ｑ３－５ 鈴木弁護士が懲戒処分となった場合には公表されますか？ 

Ａ３－５ 当会の規則等に基づき、処分結果等を踏まえ公表可否を決します。 

 

 

Ｑ４－１―１ 鈴木弁護士に事件を依頼しているが、鈴木弁護士が懲戒の手続に

付されたことにより、自分の依頼事件はどうなりますか？ 

Ａ４－１―１  懲戒の手続に付されても鈴木弁護士は弁護士業務を行うことはで

きますので、依頼者が鈴木弁護士への依頼をやめない（解任しない）限り、依

頼事件は継続します。 

 

 

Ｑ４－１―２ 事務員のみが電話対応してくるのが不安で、着手金に見合った

回収が得られるのか、今後の見通しが心配です。どうしたらよいですか。 

Ａ４－１―２  回収見通し等は個別の事案毎の判断が必要になりますので、Ａ４

－３、Ａ５に記載のとおり、セカンドオピニオン等の助言を具体的に得るために

最寄りの弁護士会の法律相談センターや自治体等の公的機関が実施する面談の法

律相談を受けることをお勧めします（インターネットで詐欺に強い弁護士を検索

するというだけの方法については、Ａ５－３に記載したように二次被害に関する

注意が必要です）。 

回収見通し等に関する重要な説明を事務員のみが行うことは不適切と言えます

ので、少なくとも弁護士から直接具体的な説明を得ることが必要です。そのよう

な説明を求めても弁護士が適切な対応をしていないと考えられる場合は、他の弁

護士ともご相談の上、弁護士の解任も含めた対応をご検討いただくことが通常考

えられます。 

 

 

Ｑ４ 現在依頼されている事件について 
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Ｑ４－１―３ 弁護士となかなか連絡が取れず、必要な返信が来ません。どう

したらよいですか。 

Ａ４－１―３  具体的な要望事項と期限等を明記して郵便、電子メール、ＳМＳ

（携帯電話のショートメッセージ）等で回答を求める等しても、弁護士から必要

な返答が得られないという場合には、その期間や状況等にもよりますが、Ａ４－

１―２と同様に、他の弁護士ともご相談の上、弁護士の解任も含めた対応をご検

討いただくことが通常考えられます。 

 

Ｑ４－２―１ 鈴木弁護士を解任しようと思います。弁護士費用の清算を求めたい

です。 

Ａ４－２―１ その場合は、鈴木弁護士に書面等で「鈴木弁護士を解任する」「弁

護士費用の清算を求める」「口座凍結残高その他の最新の進捗状況と解任後に必

要な対応の説明を求める」といったことを直接伝達してください。伝達の際に

は、伝達したことが記録されるよう特定記録郵便等の方法（※出来れば内容証明

郵便）で書面を鈴木弁護士に郵送することをお勧めします。また併せて同じ内容

を鈴木弁護士にＳМＳ（携帯電話のショートメッセージ）等の他の連絡手段でも

伝えると、書面を送付した内容が早めに伝わるかと思います。 

   弁護士会が用意している制度としては、紛議調停があります。もっとも、当会

にご出頭いただくことが原則であることにもご留意ください。 

以上のとおり、着手金の返還をご自身で行っていただくことには困難を伴うお

それがありますので、Ａ４－３、Ａ５と同様、法律相談をご検討ください。 

 

Ｑ４－２－２ 紛議調停についてもっと詳しく教えてください。 

Ａ４－２－２ 弁護士の業務に関する各種紛争について、神奈川県弁護士会の紛議

調停委員会の委員の立会いのもと、話し合いにより解決を目指す任意の調停手続

です。あくまでも任意の手続であり、双方の主張の調整を尽くした結果、合意の

見込みがないと判断されるときは、手続を打ち切らざるを得ないことになりま

す。また、申立を受けた対象弁護士に期日への出頭を強制まですることはでき

ず、調停成立により作成された和解事項にも強制力まではないので、ご留意くだ

さい。紛議調停を申し立てるには、必要書類を揃え、神奈川県弁護士会に提出し

ていただく必要があります。また、調停期日には、原則として申立人又はその代

理人が神奈川県弁護士会に出頭して頂く必要があります。 

必要であれば紛議調停の申立書のひな型をお送りします。 

 

   なお、神奈川県弁護士会のホームページの「ホーム」→「よくある質問」→

「弁護士について」という箇所にも紛議調停等に関する説明があります。 

弁護士について｜神奈川県弁護士会 (kanaben.or.jp) 

 

https://www.kanaben.or.jp/faq/faq02/index.html#entry05
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Ｑ４―３ 鈴木弁護士を解任した場合、今後の事件処理はどうすればよいのでしょ

うか。 

Ａ４－３  事件の進捗状況によって異なりますが基本的に証拠等を踏まえて方針を

決めていく必要があります。専門的な判断が必要になることが多いと思われます

ので、別途、弁護士等と直接面談をして法律相談をすることをお勧めします。ま

た、事案によっては回収困難であるものもありますので、相談された弁護士等と

よくご検討いただければと存じます。お住まいの地域の弁護士会の法律相談セン

ター、自治体相談、法テラスその他の弁護士が直接面談を行う相談場所等にお問

い合わせいただくことをご検討ください（詳しくはＱ５をご参照ください）。 

 

Ｑ４―４ 鈴木弁護士に依頼した事件について、神奈川県弁護士会に弁護士法

第２３条の２にもとづく弁護士会照会の手続（以下「２３条照会」といいま

す。）をしたと聞きましたが、その事実があるかどうかを確認したい。 

  また、その２３条照会の拒絶をされたと聞いたが、その理由を聞きたい。 

Ａ４―４ 鈴木弁護士に問い合わせて確認してください。事実確認の確実性を求

めるのでしたら、鈴木弁護士が神奈川県弁護士会に申出をした弁護士会照会

の受付メール（管理番号等の記載されたもの）などの詳細な状況の確認でき

る資料の提示を求めて下さい。 

   また、弁護士会は２３条照会の申出が適当でないと認めるときは拒絶する

ことができる旨、弁護士法に規定されています。２３条照会は弁護士と弁護

士会との間の制度ですので、拒絶の対象となる事案は、その理由を明記した

書面とともに拒絶の都度、対象事案を明らかにして鈴木弁護士に回答してお

ります。 

従いまして、ご自身の２３条照会が実際に申出及び拒絶されたか否かを確認

できる具体的な書面の提出を鈴木弁護士にお求め頂いた上で、その書面の内容

をご確認下さいますようお願いします。 

 

Ｑ４―６ 口座凍結した後の分配を受けるための手続を自分で行いたい。 

Ａ４―６ 凍結口座の各銀行（振り込め詐欺救済法に基づく被害回復分配金支

払申請の担当窓口）に問い合わせて、ご自身にて可能な手続についてご確認

ください。 

支払手続に進む事案については、被害回復分配金支払申請期間内にご自身で

事務的な申請を行うことにより分配金支払を受けることができる場合がありま

す。 

  また、預金保険機構のホームページ（以下の振り込め詐欺救済法に基づく

公告ページ）で、凍結口座の口座番号などを入力して検索すると、公告され

た口座の状況が分かる場合もありますので、併せてご確認ください。 

振り込め詐欺救済法に基づく公告トップページ (dic.go.jp) 

https://furikomesagi.dic.go.jp/?page=156&order=asc
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Ｑ５－１ 弁護士会の方で、別の弁護士の紹介や窓口の案内をしてもらえませ

んか。 

Ａ５－１ 弁護士の紹介はこちらから直接はできませんが、お近くの弁護士会

の設置する各地の法律相談窓口のご案内としては、ひまわりお悩み１１０番

（TEL０５７０－７８３－１１０）という電話を日弁連が用意しています。 

日本弁護士連合会：ひまわりお悩み110番 (nichibenren.or.jp) 

お電話いただいた地域に近い弁護士会の法律相談センターにつながりま

す。原則有料相談の場合が多く、受任してもらえるかどうかも、相談を受け

た弁護士次第となります。 

消費者被害の専門相談があるかどうかや詳細な対応状況は地域により異な

るため、直接繋がった相談センターにお問い合わせください。 

 

Ｑ５－２ 費用をかけずに一般的な無料相談を受けたい場合はどうしたらよいで

すか。 

Ａ５－２ お近くの自治体の役所等で弁護士等による無料法律相談等を行ってい

ないか直接お問い合わせください。       

   また、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相

談窓口へのお問い合わせもご検討下さい。消費生活センター等では、弁護士

ではなく消費生活に関する専門知識のある相談員が対応されることが一般的

ですが、代理人のような活動を必要とする場合は、別途の方法で弁護士の依

頼をご検討いただく必要があります。 

   経済的にお困りの方を対象に無料法律相談等を実施する法テラス（TEL０５

７０－０７８－３７４）のお近くの事務所等でのご相談が可能かどうかもご検討

下さい。 

 

Ｑ５－３ インターネットで自分で別の弁護士を探す場合の注意点があります

か。 

Ａ５－３ インターネットで詐欺被害に強い弁護士という形で探すだけでは、高

額の着手金を求められるような二次被害に繋がってしまうリスクもあるので

十分ご注意下さい。 

ロマンス詐欺・投資詐欺被害等のご依頼による二次被害にご注意下さい 

｜神奈川県弁護士会 (kanaben.or.jp) 

以上 

Ｑ５ 他の相談窓口等 

https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/himawari110.html
https://www.kanaben.or.jp/news/info/2024/post-412.html
https://www.kanaben.or.jp/news/info/2024/post-412.html

